
第 7回 社会福祉施設等調査、介護サニビス施設・事業所調査及び

就労条件総合調査の評価に関する検討会

平成 22年 6月 4日 (金 )

13:30～ 15:00
経済産業省別館8階 846号会議室

議  事  次  第

○ 議 事

1 民間競争入札実施事業 社会福祉施設等調査、介護サービス施設・

事業所調査及び就労条件総合調査の実施状況について

2 その他             :

[配付資料]

資料 1 民間競争入札実施事業 就労条件総合調査の実施状況につ

いて (平 成 21年度分)(案 )

資料 2 民間競争入札実施事業 社会福祉施設等調査、介護サー ビス

施設 二事業所調査の実施状況報告 (平 成 21年度分 )

資料 3 社会福祉施設等調査、介護サー ビス施設 :事業所調査及び就

労条件総合調査の民間競争入札実施事業にかかる今後のス

ケジュール (案 )

参考 1 平成22年 及び23年 就労条件総合調査における民間競争入札

実施要項

参考 2 社会福祉施設等調査及び介護サー ビス施設・事業所調査にお

ける民間競争入札実施要項



平 成 22年 6

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房

統  計  情  報  部

(案 )

民間競争入札実施事業 就労条件総合調査の実施状況について

(平成 21年度分 )

1 委託業務内容

就労条件総合調査における調査関係用品の印刷・配付 (送付を含む。)、 調査票の回

収・受付、督促、照会対応、個票審査、データ入力及び調査対象企業名簿修正の業務

2 業務委託期間  平成 21年 9月 17日 ～平成 23年 3月 31日 (2年間 )

(平成 21年度の業務委託期間は、平成 21年 9月 17日 から平成 22年

3月 31日 まで )

3 受話事業者   株式会社帝国データバンク (平成 20年度事業 と同じ)

I 確保すべき質の達成状況及び評価

平成 21年度における確保すべき質の注成状況及び評価は次のとお り。

1 有効回答率

有効回答率の推移等は以下の とお り。

企業規模
平成22年
1月 31日

時点

平成22年
3月 31日

時点

最終
結果

上回る
こととする
水準値

目標とする
水準値
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〈 71.6%〉  ( 71.7%〕

67.7% 79.0%

300-999A
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( 32.4%〕

71.0助

く 69.3%〉 ( 69.5%|

71.2ツ

〈 69.9%〉  ( 70.1%〕

67.8% 76.6%
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( 35.7%)
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〈 71.0%〉 ( 71.4%;

73.8%

〈 71.1%〉  ( 71.4%)

70.7% 75,7%

30-99A
37.8ツ

( 36.5%〕
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く 67.0%〉 ( 67.3%〕
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く 67.3%〉   ( 67.6%〕
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合計
35.3%

( 33.3%〕

71.6助

〈 69.3%〉 ( 69.6%|

71.7%

〈69.8%〉  (70.3κ

68.2% 78.1%

※ (  )内 は平 の 〈 〉内は厚生労働 の数値
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<有効回答率の推移 >
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厚生労働省は、平成 21年 10月 1日 、受話事業者に対 し、平成 21年度事業の実施

に当たつては、早期に有効回答率の日標 を達成す ることを最優先 とす るよ う指示 した。

受託事業者は、調査の実施前に、平成 20年度事業では、すべての調査客体に対 し

同一の挨拶状を送付 していたが、平成 21年度事業においては、①平成 20年度事業に

おいて有効回答が得 られた調査客体に対 しては、礼状兼挨拶状を送付 し、②平成 20

年度事業において有効回答が得 られなかった調査客体の うち 5,000人 以上規模の企

業及び平成 21年度事業において新たに調査客体 となつた企業に対 しては、挨拶状を

送付す るのではなく、送付先の確認を兼ねて電話で協力依頼を実施 し、③平成 20年

度事業において有効回答が得 られなかった調査客体の うち 5,000人未満の規模の企

業に対 しては、前年度 と同様の挨拶状を送付 した。

本調査は、調査の実施期間 (調 査客体に対 し調査票の返送を求める期間)を 1月

31日 まで としてお り、受話事業者は、平成 22年 1月 8日 に第 1回督促はがきを発送

し、1月 19日 からは訪間による回収等を、1月 20日 か らは第 1回電話督促を開始 し

たが、 1月 末時点の有効回答率は、前年度 よりは高いものの、40%に も達 していなか

つた。

その後、受託事業者は、2月 10日 に、1月 末時点で調査票が未回収であるすべての

調査客体に対 して第 2回督促はがきを発送するとともに、2月 17日 から (3月 5日 ま

で )、 第 1回電話督促か ら一定期間を経ても調査票が未回収で、かつ提出予定が不明

である等の調査客体に対 し、第 2回電話督促を行った。

その間、厚生労働省は、2月 19日 に受託事業者を訪問 し業務に関する調査を実施

した際に、有効回答率が前年度の同時点よ りも上回つているが、上回ることとする水

準値 (68.2%)に も達 していないので、督促を強化するよ う指示 した。

その後、受託事業者は、3月 2日 ～3月 19日 の間、第 2回電話督促から一定期間

を経ても調査票を提出 していない調査客体に対 し、第 3回電話督促を実施 した (前年

度は電話督促は 2回 )。

これ らの活動により、受託事業者の業務委託期間終了時点 (3月 31日 時点)で、全

体の有効回答率及びすべての企業規模別の有効回答率 とも、上回ることとす る水準値

を上回 り、 日標 とする水準値を下回つた。最終結果でも同様である。

なお、平成 20年度事業、平成 21年度事業 ともに、有効回答率が上回ることとす る

水準値を上回つたのが 3月 中旬以降であったことなどから、厚生労働省 としては、今

後 とも、業務委託期間の期限である 3月 末に近い時期まで督促を行 う必要があると考

える。



2 照会対応

平成 21年度事業においても、受託事業者は、前年度 と同様、調査客体に対 しては

「厚生労働省就労条件総合調査事務局」とい う名称を用いて事業を実施 したが、受託

事業者は、再委託先業者内に「問い合わせ窓 口」を設置 し、厚生労働省が貸与 した「照

会対応事例集」及び受託事業者が作成 した問い合わせ対応マニュアルに基づき照会対

応を実施 した。実施期間は平成 21年 H月 4日 ～平成 22年 3月 26日 (前年度は平成

20年 H月 10日 ～平成 21年 3月 27日 )で、問い合わせ 。苦情件数は 1,040件 (同

664件 )、 うち苦情は 14件 (同 38件 )であった。

なお、受託事業者はt前年度 と同様、問い合わせ対応担当スタッフ向けに事前の研

修を実施するとともに、照会事項 1件 ごとに問い合わせ対応票を作成 し、必要に応 じ

て対応マニュアルに追加 した。

受託事業者に照会を行った 50(前年度 50)の調査客体に対 し、受話事業者の対応

状況、具体的には、電話のつなが り具合、オペ レータの応対態度、説明内容のわか り

やす さ、回答までの時間、全体的な感想等をアンケー トした ところ、32(同 25)の

有効回答があ り、照会時の電話のつなが り具合について 1客体 (同 0)か ら「どちら

かといえば待たされた」とい う回答が、照会等に対する説明内容について 1客体 (同

0)か ら「どち らか といえばわか りづ らい」 とい う回答が、回答までの時間について

4客体 (同 0)か ら「どちらか といえば長かつた」、1客体 (同 0)か ら「その場での

回答がなかつた」とい う回答があった (前年度は 1客体か ら「長かつた」とい う回答

あり)が 、それ以外の客体については、各項 目について、どち らか といえば好意的な

回答が寄せ られた (別紙 1参照 )。

調査客体か らの評価は前年度よりやや低下 しているものの、全体 としては、特段の

苦情 もなく業務を完了 したこと、確保すべき有効回答率を得 ることができたこと等 を

総合的に考慮すると、照会対応は概ね円滑に実施 されたもの と考える。

3 その他 (作 業方針ヽスケジュールに沿つた確実な業務の実施 )

前年度 と同様、受話事業者か ら週 1回以上報告を受けることにより、業務内容の各

行程 ごとに、受話事業者が策定 し、予め厚生労働省 と調整 した作業方針、スケジュー

ルに沿つて確実に業務 を実施 していることを確認 した。



Ⅱ 実施経費の状況及び評価

受託事業者による今回の業務に要 した経費は以下のとお りである。

項 目 当初見積額 実施経費 備考 囃躍
２
実

1 人件費 (すべて常勤) 7,500,000 10,086,00C

厚生労働省が入札説明会で説明・配布 した個票
審査要領の内容を疑義照会システムの開発 (Ⅲ 3

(1)参照)の計画において十分反映できなかつ

たこと、調査票の受付・管理業務 (Ⅲ 4(2)参
照)について予定よりも派遣労働者の実施分を減
らした一方で自社従業員の実施分を増やしたこと
等から、これらの業務を中心に当初見積よりも作
業量を要 したが、全体としては前年度より作業量
は減少した (Ⅲ l参照)。 このため、人件費も当

初見積額を上回つたが、前年度の経費を下回つ
た。

10,800,00(

2 事業費 3,364,00C 3,076,425 3,539,50〔

(1)人材派遣費用 920,000 682,73

調査票の受付・管理業務 (Ⅲ 4(2)参 照)の
一部を自社従業員による実施に、審査・疑義照会
業務の一部 (調 査票の転記業務)を再委託による
実施に変更したため、当初見積額を下回つた。

1,102,52(

(2)調査関係用品郵送費用 2,444,00C 2.393,692

当初挨拶状を送付予定であつた4,999人以下の企
業規模の調査客体の一部 (21年度の新規対象分)

に対して電話による協力依頼を行つた (Ⅲ 2

(1)ア 参照)こ となどから、挨拶状等の発送件
数が予定より少なかったため、当初見積額を下
回つた。

2,436,98{

3 外注費 9,136,00C 10,955,292 11,642,401

(1)電話番号調査費用 40,00C 42,286 42,29`

(2)調査関係用品の印刷・

発送等費用
1,950,00G 1,960,34(

調査票の再発送 (Ⅲ 4(1)ウ (ウ )参照)件
数が予定より多かったことにより、それに伴 う再
委託先の作業量がやや増えたが、前年度実績より
減少した。このため、当初見積額をやや上回つた
が、前年度の経費を下回つた。

2,157,23

(3)訪間回収業務費用 336.00C 44,80(

訪問予定企業から郵送で調査票が返送された等
により訪間による回収件数が予定より少なかった
(Ⅲ 2(1)ウ 参照)ため、当初見積額を下回つ

た。

327,60(

(4)電話督促・審査・疑義
照会業務費用

2,650,000 3,902,92[

厚生労働省が入札説明会で説明・配布した個票
審査要領の内容を当初の計画において十分反映で
きなかつたこと、当初計画していなかった第 3回
電話督促を行つた (Ⅲ 2(1)キ 参照)こ と等か
ら、再委託先においてこれらの業務について予定
よりも作業量を要したため、当初見積額及び前年
度の経費を上回つた。

2,881,92(

(5)疑義照会システムの
開発業務費用

2,570,00C 3,512,50(

回収した調査票を電子画像化してプログラムに
より審査することができるシステムの開発 (■ 3

(1)参照)の計画において、厚生労働省が入札
説明会で説明・配布した個票審査要領の内容を十
分反映できなかつたことから、その開発業務に予
定よりも工数を要したが、前年度より減少した。
このため、当初見積額を上回つたが、前年度の経
費を下回つた。

4,155,00C

(6)回収調査票の入力業務
費用

1,560,00C 1,443,732

有効回答率の「目標 とする水準値」 (11参
照)を前提に入力件数を予定していたが、有効回
答率が当該水準値を下回つたこと等により入力件
数も予定を下回つたため、当初見積額を下回つ
た。

2,078,36C

(7)回収調査票集荷業務費用 30,00( 48,70(
調査票原本の納品を予定していなかったため、

当初見積額を上回った。

小  計 20.000,00( 24,117,717 25,981,91[

消 費 税 1,000,00( 1,205,88[ 1,299,09[

合  計 21,000,00C 25,323,602 27,281,01C



受託事業者による平成 21年度事業の実施経費は、全体では 25,323,602円 で、当初見

積額 (21,000,000円 )を 上回つているが、同一の事業所が実施 した平成 20年度事業に要

した経費 (27,281,010円 )を 下回つた。

実施経費が当初見積額を上回つた要因については、受託事業者が、当初の計画におい

て、厚生労働省が入札説明会で説明・配布 した個票審査要領の内容を十分反映できなか

ったために、関連の業務において予定よりも経費を要 したこと等である。なお、実施経

費が前年度の額を下回つたことにも注 目すべきであると考える。

実際の実施経費の結果が 2年間得 られたことか ら、当該結果を、本報告により公表す

るとともに入札説明会等においても説明することにより、民間事業者による合理的な予

定価格の設定に資することとしたい。

事業の実施状況

1 実施体制

以下の とお りである。

業務の種類 実施体制
 | ~  受託事業者分    1 再委託分

① 調査対象企業名簿の整備業務 27.1人 日 27.1人 日 (136人 日) 0.0ノに日

② 電話番号調査業務 2.0人 日 1.0人 日  ( 1.0人 日) 1.0人 日

③ 調査関係用品 (挨拶状含む)の印刷 。発送業務 30.0人 日 17.0人 日  (22.0人 日) 13.0人 日

④ 問い合わせへの対応業務
49.0メ、日 11.0人 日 (36.8人 日)

く(21.8人 日)〉

38.0人 日

⑤ 調査票の受付 。管理業務
49.6メ、日 496人 日  (81.9人 日)

く29.6人 日〉く(51.9人 日)〉

0.0人 日

⑥ 回収・督促業務 72.4ノ｀日 9.4ノ、日   (26.1ノ｀日) 0人 日

⑦ 疑義照会システム開発業務 108.0ノ、日 25.0人 日 ( 8.5人 日) 83.0人 日

⑧ 回収調査票の入力業務 86.4ノ｀日 5.4人 日  ( 6.2人 日) 81.0ノ｀日

⑨ 審査・疑義照会業務
119.5ノ｀日 44.5ノ(日   (52.8メ、日)

く23.5人 日〉く(24.8人 日)

0人 日

⑩ サーバ運用管理業務 59.0メ、日 00人 日  ( 0.0人 日) 59.0メ、日

⑪ 調査票集荷業務 10.0人 日 0.0人 日  ( 0.0人 日) 0人 日

⑫ その他 (事業報告書、納品業務等) 19.1メ、日 19.1メ、日  ( 4.5人 日) 0.0人 日

合 計
632.1メ、日 209.1ノ｀日  (253.4人 日)

〈168.1人 日〉〈(180.4人 日)

日423.0人

※ く 〉は派遣労働者の業務を除いた数値、 ( )内 は平成20年度の数値。



2 督促等の状況

(1)受託事業者による督促等

ア 事前の挨拶状等の発送及び電話による協力依頼の実施

実施時期 平成 21年 H月 9日 ～H月 20日

受託事業者は、調査の実施前に、前年度では、すべての調査客体に対 し同一の挨

拶状を送付 していたが、平成 21年度事業においては、前年度において受託事業者

による督促等のみでは有効回答率が上回ることとす る水準値に達す ることができ

なかつた 5,000人 以上の企業規模の調査客体に重点を置いて、今回は、調査客体の

企業規模及び前年度事業における調査票提出の有無等により、①礼状兼挨拶状の送

付、②前年度 と同様の挨拶状の送付、③送付先の確認を兼ねて電話による協力依頼

の実施、のいずれかを行った。

その内容等は以下のとお りである。

企 業 規模
20年度 の調 査 票 の

提 出等
実施 内容 件 数

5,000ノ ルゝス」ヒ
提 出 礼 状 兼挨 拶 状 238

未提 出 協力 依 頼 の電 話 114

30-4,999ノに

提 出 礼 状 兼挨 拶 状 3,868

未 提 出 前年 度 と同様 の挨 拶 状 1,819

21年度 の新 規 対象 協力依 頼 の電 話 103

合  計 6,142

※ 5,000人以 上 の企 業 で 平成 21年度 に新 た に調 査 対象 とな った客体 は ない。
30～ 4,999人 の規模 で平成 21年度 に新 た に調 査 客体 とな っ た企 業 に対 す る

電 話 に よる協力 依 頼 の実施 につ い て は、企 画書 にお け る提 案 に は なか つた
もので あ る。

イ 第 1回督促はがきの発送

発送時期 平成 22年 1月 8日 (前年度平成 21年 1月 9日 )

発送件数 5,860件 (同 5,816件 )

調査関係用品の発送 と調査票の回収締切 日の間に年末年始の時期があるため、受

託事業者は、前年度 と同様、調査客体が調査票の存在を忘れて しま う、調査票を紛

失 して しま う等の可能性を考え、年明けの早い時期に発送 した。



ウ 訪間による回収等

実施時期 平成 22年 1月 19日 ～2月 26日 (同 平成 21年 1月 19日 ～3月 6日 )

訪問回収件数 16件 (同 117件 )

受託事業者は、当該業務の開始時点で調査票が未回収である調査客体の うち、東

京都内の 5,000人以上の規模のすべての企業 159(同東京都内の 5,000人以上の規

模のすべての企業及び 1,000～ 4,999人の規模の一部の企業並びに大阪府内の 300

人以上の規模のすべての企業及び 100～ 299人規模の一部の企業で合計 616)を訪問

による回収の対象 とし、まず電話により連絡 した。その結果、H9(同 404)の調査

客体か ら有効回答が得 られた。 この うち、訪問 し、回収 した件数は 16件 (同 117

件)であった。

工 第 1回電話督促の実施

実施時期 平成 22年 1月 20日 ～2月 25日 (同 平成 21年 1月 19日 ～2月 17日 )

実施件数 3,815件 (同 3,658件 )

受託事業者は、前年度 と同様、第 1回督促はがきの送付か ら一定期間経過後、調

査票が未回収である等の調査客体に対 して実施 した。

オ 第 2回督促はがきの発送

実施時期 平成 22年 2月 10日 (同 平成 21年 2月 20日 )

実施件数 2,706件 (2,652件 )

受託事業者は、前年度 と同様、調査票提出締切 日 (1月 31日 )時点で調査票が未

回収である調査客体に対 して発送 した。

力 第 2回電話督促の実施

実施時期 平成 22年 2月 17日 ～3月 5日 (同 平成 21年 2月 17日 ～3月 13日 )

実施件数 1,431件 (1,857件 )

受託事業者は、第 1回電話督促か ら一定期間を経ても調査票が未回収で、かつ提

出予定が不明である等の調査客体に対 して実施 した。
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キ 第 3回 電話督促の実施 (新規 )

実施時期 平成 22年 3月 2日 ～3月 19日

実施件数 838件

受託事業者は、企画書における提案にはなかったが、有効回答率の確保のため、

第 2回電話督促か ら一定期間を経ても調査票を提出 していない調査客体 (838)に 対

し、第 3回電話督促を実施 し、 うち 236の 有効回答を得た。

(2)受 託事業者の督促に対する調査客体の評価

受託事業者が電話督促 を行った相手方である 50(前年度 50)の調査客体に対 し、

オペ レータの応対態度、オペ レータの説明による調査の趣 旨 。重要性の理解度等を

アンケー トしたところ、31(同 32)の有効回答があ り、オペ レータの応対態度に

ついては 3客体 (同 1客体)か ら「どちらか といえば悪い」とい う回答が、オペ レ

ータの説明による調査の趣 旨 。重要性に関する理解度の変化 (新規項 目)に ついて

9客体か ら「変わ らなかつた」とい う回答があったが、それ以外の客体については、

各項 目について、 どちらか といえば好意的な回答が寄せ られた (別紙 2参照 )。

督促の際の応対態度については、調査客体か らの評価は前年度よりやや低下 して

いるものの、全体 としては、概ね適切であつた と評価できる。また、督促の際の説

明内容が調査客体に理解 されたかについても、概ね良好であったと評価できるが、

平成 22年度事業においては更に理解が得 られる説明を行 うことが期待 される。

3 疑義照会の状況

(1)個 票審査

厚生労働省は、平成 20年度事業の実施状況についての当該報告等に基づき、平成

21年度事業において受託事業者に貸与 した個票審査要領の内容を、前年度 より高い

レベルのもの とした。

受託事業者は、前年度 と同様、日視での審査では、確認漏れの発生の可能性が高い

ことや非効率 となることを懸念 し、回収 した調査票を電子画像化 してプログラムによ

り審査を行 うことができるシステムを開発・活用 した。

全体の有効回答 4,406件 (前年度 4,321件)の うち 3月 5日 までに調査票を回収で

きた 4,097件 (前年度受話事業者が審査を行つたのは 3,947件)については、厚生労

働省が受託事業者に貸与 した個票審査要領 に基づき受託事業者が審査を行った。その

結果、当初の回答の うちの一部について 1箇所でも未記入又は誤記入があつた調査票

が 3,892件 (同 2,969件 )で延べ 48,223箇 所 (同 19,866箇 所)あ ったことが判明 し



た (未記入が 3,645件 で延べ 37,556箇 所、誤記入が 2,610件で延べ 10,667箇所 )。

(2)疑義照会

受話事業者は、 (1)の 審査により当初の回答の うちの一部について未記入又は誤記

入のあつた 3,892の 調査客体 (延べ 48,223箇 所)(前年度は 2,969客体で延べ 19,866

箇所)について平成 22年 2月 8日 ～3月 19日 (同 平成 21年 1月 26日 ～3月 17日 )

の間に疑義照会を行い、未記入については 37,556箇所の うち 27,771箇 所、誤記入に

ついては 10,667箇 所の うち 10,273箇 所、合計で 48,223箇所 (同 19,866箇 所)の う

ち 38,044箇 所 (同 13,760箇 所)について確認できた。疑義照会を行つた箇所に対す

る疑義照会により確認できた箇所の割合は 78.9%(同 69.3%)で あ り、前年度 と比べ、

疑義照会を行 つた箇所が大幅に増加する中で当該害1合 も上昇 していることか ら、疑義

照会は順調に実施 されたものと考える。

<調査票の件数>

審査対象
全体

計 未記入 誤記入

判明分 確認分 判明分 確認分 判明分 確認分

件数 4,097 3,892 2,950 3,645 2,760 2,610 2,467

割合
100.0 95.0

[100.0]

72.0

[ 75.8]

89.0

[100.0]

67.4

[ 75.7]

63.7

[100.0]

60.2

[ 94.5]

<箇所数>

審査対象
全体

計 未記入 誤記入

判明分 確認分 判明分 確認分 判明分 確認分

件数
516,222

(453,905)

48,223

(19,866)

38,044

(13,760)

37,556 27,771 10,667 10,273

割合

100.0

(100.0)

9.3

[100.0]

( 4.4)
([100.0])

7.4

[ 78.9]

( 3.0)
([ 69.3])

7.3

[100.0]

5.4

[73.9]

2.1

[100.0]

2.0

[ 96.3]

※1( )内 は平成20年度の数値。

※2「判明分」とは、未記入又は誤記入が判明した分である。

「確認分」とは、判明分について疑義照会を行い、確認できた分である。
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4 その他の業務の状況

(1)調査関係用品の印刷・配付 (送付を含む。)

ア 調査対象企業名簿の整備

実施期間 平成 21年 10月 13日 ～平成 22年 3月 26日

(前年度 平成 20年 10月 6日 ～平成 21年 3月 4日 )

(ア )受 託事業者は、前年度 と同様、調査対象企業名簿に記 されている企業 (以 下、

「調査対象企業」とい う。)について、自ら保有す る企業情報データベースを活用

し、企業規模が 29人以下になった等により調査客体 としての条件を満たさないこ

とを把握 した場合には厚生労働省に連絡 して追加抽出を受けるなどにより、調査

対象企業名簿を修正 した。

(イ )受 託事業者は、前年度 と同様、調査対象企業の電話番号の状況 (実在、移転、

欠番等)を、専用システムを用いて、調査対象企業の電話呼出音を鳴 らす ことな

く確認 し、名簿を修正するとともに、以後の督促業務、照会業務に使用 した。

(ウ )受 託事業者は、前年度 と同様、それ以降も、挨拶状の発送等の際に調査客体 と

しての条件を満たさないことが判明 した企業について、厚生労働省から追加抽出

を受け、調査対象企業名簿を修正 した。

(工 )な お、 (ア )及び (ウ )に よる追カロ抽出は平成 20年度事業か ら開始 したもので

あるが、今回は 224件 (前年度 370件 )の 追加抽出を行い、 うち 86件 (同 192

件)の有効回答が得 られたので、有効回答率を 1.4%(同 3.1%)分 引き上げる効

果があつた。

イ 調査関係用品の印刷

(ア )挨 拶状、礼状兼挨拶状

受託事業者は、前年度 と同様、公印の印影 も使用 した挨拶状を、通常のはがき

ではなく圧着 タイプのはがきに印刷 し、挨拶状には、挨拶文に加え、問い合わせ

の多い質問と回答をあらか じめ記載 した。

また、受託事業者は、一定の調査客体に対 して送付するため (2(1)ア 参照 )、

前年度事業における調査票提出に対す る礼状を兼ねた礼状兼挨拶状を印刷 した。

礼状兼挨拶状についても、通常のはがきではなく圧着タイプのはがきに印刷 し、

挨拶文等に加 え、問い合わせの多い質問と回答をあらか じめ記載 した。



(イ )調 査票

受託事業者は、前年度 と同様、調査客体の企業名、住所等の情報を調査票にプ

レプ リン トした。また、受託事業者は、配付する調査票の余 白に一連番号を示す

バー コー ドを付与 した。

(ウ )調 査協力依頼状

受託事業者は、前年度 と同様、公印の印影 も使用 した調査協力依頼状を印刷 し

た。

(工 )配 付用封筒

受託事業者は、前年度 と同様、調査票にプ レプ リン トした調査客体の企業名、

住所等が活用できる窓空き形式を採用 した。また、封筒の色を緑色に した。差出

人は、厚生労働省の調査担当課 とし、表面に 「平成 22年就労条件総合調査票在

中」 と表記 した。

(オ )返 信用封筒

受託事業者は、前年度 と同様、返信先を厚生労働省の調査担 当課 とし、表面に

「平成 22年就労条件総合調査票在 中」 と表記 した。

(力 )前 回調査結果の概要

受託事業者は、前年度 と同様、前回の平成 21年調査の結果の概要を印刷 した。

(キ )督 促状

受託事業者は、前年度 と同様、公印の印影 も使用 した督促状 (は がき)を印刷

した。

ウ 調査関係用品の発送

(ア )挨 拶状又は礼状兼挨拶状の発送 (2(1)ア  参照 )

発送時期 平成 21年 H月 13日 (前年度平成 20年 11月 7日 )

発送件数 5,925件 (同 6,131件 )

(イ )調 査関係用品 (イ (イ )～ (力 ))の発送

発送時期 平成 21年 12月 4日 (同 平成 20年 12月 5日 )

発送件数 6,142件 (同 6,129件 )

(ウ )調 査票の再発送

発送件数 985件 (同 1,209件 )

受託事業者は、前年度 と同様t問い合わせ窓 口 (12参照)や督促 を実施す

る再委託先業者か らの依頼があつた翌々日中には再発送 した。
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(2)調査票の回収、受付

実施期間 平成 22年 1月 6日 ～平成 22年 3月 31日

(前年度 平成 21年 1月 5日 ～平成 21年 3月 31日 )

ア 回収件数確認

受託事業者は、前年度 と同様、厚生労働省に届いた回収件数 (注 )を返送 日ごとに

「受付表」に記入 した。

(注 ) 調査票の返信先は厚生労働省の調査担当課 としてお り ((1)イ (オ)参照 )、

厚生労働省に届いた調査票を、受託事業者が原則毎 日取 りに来るとい う形態

で事業を実施 した。

イ 開封

ウ 回収 日登録

受託事業者は、前年度 と同様、スキャナで調査票のバーコー ド ((1)イ (イ )参照 )

を読み取 り、回収 日を登録 した。

工 調査票のチェック

受託事業者は、前年度 と同様、ページ枚数、記入の有無等をチェックした。

(3)調査票のデータ化

実施期間 平成 22年 1月 6日 ～平成 22年 3月 16日

(前年度 平成 21年 1月 5日 ～平成 21年 3月 19日 )

受託事業者は、前年度 と同様、厚生労働省が貸与 した 「データ入力要領」に基づき、

ベ リファイ方式で回答結果を入力 した。

(4)調査対象企業名簿修正

実施期間 平成 21年 10月 13日 ～平成 22年 3月 26日

(前年度 平成 20年 10月 6日 ～平成 21年 3月 27日 )

受託事業者は、前年度 と同様、調査票の送付前に調査客体 としての条件を満た さない

ことが判明 した企業等について調査対象企業名簿の整備を行 つた ((1)ア 参照)ほ か、

回収 した調査票等に基づき調査対象企業名簿を修正 した。
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平成22年就労条件総合調査 民間委託照会対応状況アンケート集計 (概要 )

■ アンケート回収状況

発送数
(A)

回収数

(B)

回収率 (%)

(B)/(A)*100
無効回答数
(C)

有効回答数
(D)=(B)―(C)

有効回答率(%)

(D)/(A)*100

50(50) 32(32) 64.0(64.0) 0(7 32(25) 64.0(50.0)

の 電話 のつなが り具 合 はいか が でした

計
すぐつな
がった

どちらかと
いえばすぐ
つながつた

どちらかと
いえば
待たされた

待たされた 不 明

100.0(100.0) 68.8(60.0) 250(40.0) 3.1(0.0) 0.0(00) 3.1(0.0)

オペ いかがでしたか ?

計 良い
どちらかと
いえば良い

どちらかと
いえば悪い

亜
小 不 明

100.0(100.0) 62.5(76.0) 34.4(24.0) 00(0.01 0.0(0.0) 3.1(0.0)

に対する説明内容はい か ?

計
わかりや
すい

どちらかと
いえば
わかりやすい

どちらかと
いえば
わかりづらい

わかりづら
い

不 明

100.0(100.0) 59.4(52.0) 37.5(48.0) 31(00) 0.0(0.0) 0.0(0.0)

4

5

△

=
に対する回答までの時間はいかがでしたか ?

計 短かつた
どちらかと
いえば
短かつた

どちらかと
いえば
長かつた

長かつた
その場での

回答がなかつ
た

不 明

10010(100.0) 43.3(44.0) 37.5(52.0) 12.5(0.0) 0.0(4.0) 3.1(0.0) 3.1(0.0

業者)の全体的な感想はいかがでしたか

計
満足で
あつた

どちらかと
いえば
満足であつた

どちらかと
いえば
不満足であった

不満足で
あつた

不 明

100.0(100.0) 46.9(56.0) 50.0(44.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 3.1(0.0)

・丁寧に、かつ素早い回答を頂き非常に助かりました。

・まだ慣れていないこともあるのでしょうか、質問に対して即答いただけなかった点もあ

りますが、全体的に悪いという印象は受けませんでした。今後に期待します。

注 :( )内は前年度の結果。
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発送数
(A)

回収数
(B)

回収率 (%)

(B)/(A)*100
無効回答数
(C)

有効回答数
(D)=(B)― (C)

有効回答率(%)

(D)/(A)*100

50(50) 31(32) 62.0(64.0) 0(0) 31(32) 62.0(64.0)

平成22年就労条件総合調査 民間委託督促状況アンケート集計 (概要 )

■ アンケート回収状況

1オペレーターの応対態度は、いかがでしたか ?

1言葉づかいが悪い 0件 (0件 )

2早 口で聞き取りにくい 1件 (0件 )

3声が小さくて聞き取りにくい 1件 (0件 )

4その他 (はつきり話をしない、慣れていない等 ) 1件 (1件 )

2オペレーターの説明によって、調査の趣旨・重要性に関し、ご理解いただけたでしょうか ?(新規項目)

計
非常に
理解できた

少し
理解できた

変わらなかった
逆に理解で
きなくなつた

100.0 32.3 38.7 29.0 0.0

3民間事業者について、お気付きの点がございましたら、自由にご記入ください。

・丁寧な対応で良かつたと思います。

・オペレーターの方の対応は非常に丁寧でした。特に問題ありません。

・調査票の提出に迷っていましたが、電話をいただいた事によって提出することを決め提
出致しました。

・出来ましたら電話でのアポイントはやめていただきたい。事前にメールかFAXで書面にて
アポイントをお願いします。電話勧誘販売とかわらない。

注 :( )内 は前年度の結果。

計 良い
どちらかと
いえば良い

どちらかと
いえば悪い 悪 い

i00.0(100.0) 54.8(40.6) 35.5(56.3) 9.7(3.1 00(0.0)
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民間競争入札実施事業 社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査の実施状況報告
(平成21年度分)

厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課
平成22年 6月 4日

1 対象公共サービスの内容

社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査における調査関係用品の印刷、調査票等の送付、調査票の回瞑・受付、督促、照会
対応、個票審査、データ入力に係る業務

2確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

平成21年 8月 17日 ～22年 3月 31日

株式会社インテージリサーチ

確保すべき対象公共サービスの質

票における回収率に関して目標とす
る水準は100%と し、一連の業務(督促業務
等)を通し、以下の回収率を上回らなければ
ならない。

障害福祉サービス等事業所票

介護サービス施設・事業所調査

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票

介護老人保健施設票

介護療養型医療施設票

訪問看護ステーシヨン票

居宅サTビス事業所 (福祉関係)票

地域密着型サービス事業所票

居宅サービス事業所 (医療関係)票

1ここでいう回収率とは、提出された調査票数 (自 紙を除く。)を調査客体数で除した値をいう。
2回収率は平成21年 12月 28日 現在
3回収率目標のほか、本業務を実施するに当たって調査結果の質を確保するため、以下の対応を行うこととしているが、民間事業者からの報告
資料等により適正かつ確実に実施されていることを確認した。
・本業務の実施に当たり、実施要項で示す各工程ごとに民間事業者が策定し、予め厚生労働省と調整した作業方針、スケジュールに沿つて確
実に業務を実施すること。
・照会対応業務においては、調査票の記入等に関する電話等による照会があつた場合に、厚生労働省が貸与する照会対応事例集に沿って対

3対 象公共サービスの実施に要した経費

1年 8月 17日 γ22年 3月 31日

実施民間事業者名

平成21年度          148,050,

(3か幻三

`ひ

)         451′ 500,000

本事業における民間事業者への支払は「定額部分」のみ。



平成 22年 6月 4日

統 計 企 画 調 整 室

社会福祉施設等調査、介護サービ不施設・事業所調査及び就労条件

総合調査の民間競争入札実施事業にかかる今後のスケジュール (案 )

【就労条件総合調査における23年度以降複数年事業の実施】  |
平成 22年 12月 末まで 実施計画 (案)にういて統計調査分科会、官民

競争入札等監理委員会に諮る

実施要項 (案)の作成

成 23年  2月 頃 第 8回 3調査の評価検

3月 ～ 4月 頃

・就労条件総合調査の実施要項 (案)について

入札監理小委員会、官民競争入札等監理委員会

に諮る

6月 頃

9月 頃

入札公告

落札者による事業実施

【社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査及び就労条件総合調査

における22年度事業の実績評価】

平成 23年  3月 末 受託事業者より22年度事業の報告書提出

実施状況 (案)の作成

成 23年  6月 頃   第 9回  3調査の評価検討

～ 6月 末

・ 3調査に係る実施状況 (案)について

実施状況の内閣府提出、厚生労働省HP全の公

表

内閣府作成の実績評価 (案)につぃて入札監理

小委員会、官民競争入札等監理委員会に諮る

以 上



平成22年及び23年就労条件総合調査における民間競争入札実施要項

1 燿旨

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成 18年法律第 51号。以下「法J

という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによ

る利益を享受する国民の立場に立つて、公共サービスの全般について不断の見直しを行

い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反

映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを

目指すものである。

前記を踏まえ、厚生労働省は、公共サービス改革基本方針 (平成 20年 12月 19日 閣議

決定)別表において民間競争入札の対象として選定された就労条件総合調査について、

公共サービス改革基本方針に従つて、民間競争入札実施要項 (以下 r実施要項」という。)

を定めるものとする。

2 就労条件総合■壺に係る請負業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保される

べき質

(1) 平成 22年及び 23年就労条件総合■査の概要等

就労条件総合調査は、主要産業における企業の賃金制度、労働時間制度、労働

費用、福祉施設・制度、退職給付制度、定年制等について総合的に調査し、我が

国の民間企業における労働条件の現状を明らかにすることを目的としている。

なお、平成 19年調査以前は、都道府県労働局・労働基準監督署を経由し、統計

調査員の訪間又は郵送によつて配付・回収する方法で実施し、平成 20年調査は、

厚生労働省から調査客体に調査票を直接郵送し、記入された調査票を都道府県労

働局・労働基準監督署を経由し、回収する方法で実施した。平成 21年調査からは、

民間委託を実施している。 (参考 1「平成 19年調査～21年調査の調査票の配付方

法」及び参考 2「厚生労働省内部部局及び地方支分部局の組織図」参照)

ア 調査の対象

鉱業:採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、

情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物

品賃貸業、学術研究′専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関

連サービス業,娯楽業 (その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除

く。)、 教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業 (他に分類されないもの)(外

国公務を除く。)に属する常用労働者 30人以上の民営企業から、産業、企業規模

別に一定の方法により抽出した企業



イ 調査の規模

調査対象数 :約 6,200企業

調査対象数は、有効回答率が 100%の ときに一定の精度となるように計算 し、決

定 したものである。

ウ 調査時期

平成 22年調査

調査の期 日 :平成 22年 1月 1日 現在、ただし、年間を対象とした項 目につい

ては、平成 21年 1年間 (又は平成 20会計年度)の状況について

調査を行 う。

調査票の提出期間 :平成 22年 1月 10日 ～ 1月 31日

平成 23年調査

調査の期 日 :平成 23年 1月 1日 現在、ただし、年間を対象 とした項 目につい

ては、平成 22年 1年間 (又は平成 21会計年度)の状況について

調査を行 う。

調査票の提出期間 :平成 23年 1月 10日 ～ 1月 31日

工 調査事項

平成 22年調査

(ア)企業の属性に関する事項

① 企業の名称

② 本社の所在地

③ 企業の主な生産品の名称又は事業の内容

④ 企業の常用労働者数

⑤ 労働組合の有無

⑥ 企業にある業務

(イ )労働時間制度に関する事項

① 所定労働時間

② 週体制

③ 年間休日総数

④ 年次有給休暇

⑤ 変形労働時間制

⑥ みなし労働時間制

(ウ )賃金制度に関する事項

① 賃金形態

② 賃金制度の改定状況



③ 業績評価制度

④ 諸手当

(工)定年制等に関する事項

① 定年制

② 定年後の措置

③ 65歳以上の人が働くことができる仕組み

平成23年調査 (変更の可能性あり。 (平成22年 6月 頃決定予定))

(ア)企業の属性に関する事項

① 企業の名称

② 本社の所在地

③ 企業の主な生産品の名称又は事業の内容

④ 企業の常用労働者数

⑤ 労働組合の有無

⑥ 企業にある業務

(イ )労働時間制度に関する事項

① 所定労働時間

② 週体制

③ 年間休日総数

④ 年次有給休暇

⑤ 変形労働時間制

⑥ みなし労働時間制

(ウ )労働費用に関する事項

① 給与支払い延べ人数

② 現金給与額

③ 現物給与の費用

④ 退職給付の費用

⑤ 法定福利費

⑥ 法定外福利費

⑦ 教育勃1練費

③ 募集費

⑨ その他の労働費用

(工)定年制等に関する事項

① 定年制

② 定年後の措置

③ 65歳以上の人が働くことができる仕組み



(2) 就労条件総合調査に係る請負業務の内害

就労条件総合調査に係る民間事業者を活用する業務 (以下「本業務」という。)

の範囲は、調査関係用品の印刷・配付 (送付を含む。)、 調査票の回収・受付、督

促、照会対応、個票審査、データ入力、調査対象企業名簿修正とする。

ア 業務期間

平成 21年 9月 下旬から平成 23年 3月 31日 までとする。

なお、平成 21年度、22年度それぞれの業務期間は、以下のとおり

。 平成 21年度は、平成 21年 9月 (契約締結後)から平成 22年 3月 31日 ま

で

。 平成 22年度は、平成 22年 9月 か ら平成 23年 3月 31日 まで

イ 厚生労働省からの貸与物件 【貸与時期 :契約後】

貸与物件は以下のとおりとする。当該貸与物件は、本事業のみに用いることと

し、作業終了後は、速やかに厚生労働省に返去,す ること。なお、(ア)及び (工 )

～ (キ)は、入札説明会において提示する。

(ア)調査関係用品の印刷原稿

(別紙 1「 1 調査関係用品一覧」参照。以下「原稿」という。)

(イ )調査対象企業名簿

(ウ )厚生労働省大臣官房統計情報部長公印の印影

(工 )個票審査要領

(オ)照会対応事例集

(力 )データ入力作業要領

(キ)調査対象企業名簿修正仕様書

ウ 業務内容

本業務は、実査準備 (調査関係用品の印刷、作成)、 実査 (挨拶状の送付、調査

票及び調査関係用品の配付、調査票の回収、問い合わせ苦情対応、督促業務、調

査関係用品の再配付、調査対象企業名簿修正)、 審査 (調査票の受付・整理、審査)、

データ入力の工程からなる。

なお、調査関係用品の配付、また調査票の回収については、郵送又は調査員に

よる訪問 (併用も可)に よることとする。(厚生労働省としては、郵送を基本とす

ることとした上で、調査員を効果的に活用することを想定しているが、民間事業

者が行 う具体的な方法については、企画書で提案されたい6)

(ア)調査関係用品の印刷 【実施時期 :10月 から順次】

① 調査客体に配付する調査関係用品を厚生労働省が貸与する原稿を基に

作成 。印昂Jす る。 9J紙 1「 1 調査関係用品一覧」参照)

② 印刷部数は、厚生労働省が提示する調査客体数を基数とする。

ただし、住所変更等により、調査客体に再配付を行 う場合があるため、



その分を見込む。 (別紙 1「 1 調査関係用品一覧」の 「積算内訳」欄参

照)

③ 印刷に当たつての注意点

○ 厚生労働省が指定する調査票の項目にプレプリン トをする。 (プ レ

プリン トに必要なデータは厚生労働省が提供する。)

○ 調査協力依頼状は、厚生労働省大臣官房統計情報部長名の公文書

とする。印影は厚生労働省が貸与するものを使用 し、赤字とする。

○ 配付用封筒に印刷する実施機関名は 「厚生労働省就労条件総合調

査事務局」とする。

④
｀
調査関係用品は印刷終了後、下記 (イ )の作業に入る前に、各 50部ず

つ、厚生労働省に納品する。 (→工 「納品物件」 (ア )参照 )

(イ )調査関係用品の封入 。封絨、配付 【実施時期 :11月 ～12月 中旬】

① 民間事業者が、その保有する情報により、厚生労働省から貸与された

調査対象企業名簿に記されている企業について、既に廃止されているな

どにより調査客体としての条件を満たさないことを把握 している場合に

は、民間事業者は当該企業名を厚生労働省に連絡することができる。こ

の場合、厚生労働省は、当該企業数分の企業を新たに抽出し調査対象企

業名簿に追加する。

② 調査対象企業名簿に基づき、調査客体に挨拶状を送付する。なお、挨

拶状に公印を使用することも可能であるが、その場合、文面については、

厚生労働省の承認を得るものとする。住所変更等により宛先不明で挨拶

状が返送された調査客体については、移転先等を調べ、再配付する。

③ 配付用封筒に調査関係用品を封入 (別紙 1「 2 配付用封筒に封入す

る調査関係用品一覧」参照)。 封絨後、調査対象企業名簿で住所や企業の

名称の確認を行い、調査客体に配付する。
.

④ 調査票の配付を郵送で行 う場合、調査関係用品は、郵便法及び信書便

法に定義する信書に該当するため、調査客体への送付は、信書便とする。

⑤ 調査員による配付を行う場合、配付業務を行 う者に対し、接遇を含め、

事前に本業務の内容を十分理解させるための研修を行 う。

(ウ )調査票受付簿の作成 【実施時期 :12月 下旬】

調査票受付簿とは、調査票の提出状況を管理するために、調査票受付日や

受付者など受付内容を記載するものをいう。調査対象企業名簿を基に、厚生

労働省が提示する要件 (別紙 2「調査票受付簿要記載事項一覧」参照)を満

たす調査票受付簿を作成する。

(工)調査票の回収・受付・整理 【実施時期 :1月 中旬～ 3月 上旬】

① 調査員による回収を行う場合、回収業務を行 う者に対し、接遇を含め、



事前に本業務の内容を十分理解させるための研修を行 う。

② 調査票の回収を郵送で行 う場合、調査票は郵便法及び信書便法に定義

する信書に該当するため、信書便とする。なお、返信用封筒に印nllす る

返送先の宛名は「厚生労働省大臣官房統計情報部賃金福祉統計課」とす

ることができるが、その場合、厚生労働省から民間事業者への回収調査

票の送付を行わないため、民間事業者は厚生労働省に調査票の受領に来

なければならない。

③  (ウ )で作成した調査票受付簿によつて調査票の受付状況を逐次管理

するとともに日別に提出状況と督促状況を週 1回厚生労働省に報告する。

提出状況については、調査票の回収件数、督促状況については未回収件

数、督促を行つた件数及び調査不能件数 (廃業、規模外等)を報告する。

④ 受付した調査票は、都道府県別一連番号順に整理する。

⑤ 調査票等の調査関係用品の管理は、厳重に行う。

(→ 「オ 情報セキュリティ管理」参照)

(オ)問い合わせ 。苦情対応 【実施時期 :随時】

① 調査客体からの問い合わせ、苦情対応業務を行 う者に対し、接遇も含

め、事前に本業務の内容を十分理解させるための研修を行 う。

(→ 「(3) 業務受話に関する留意事項」オ 参照)

② 厚生労働省が貸与する照会対応事例集に基づき、適切に誠意を持つて

対応する。なお、独自に対応マニュアルを作成する場合又は貸与した照

会対応事例集を改変して利用する場合は、厚生労働省に報告する。

③ l件ごとに対応内容を記載した問い合わせ 。苦情対応票を作成し、週

1回厚生労働省に対応状況を報告する。

(力 )督促業務 【実施時期 :1月 中旬～2月 下旬】

調査期間を過ぎても調査票を回収できなかつた調査客体 (以下「未回収企

業」という。)に対し、督促状、電話等による督促業務を行い、回収数を増や

し、「(4)業務に当たり確保されるべき質」の「ウ (ア )全体の有効回答率」

及び「ウ (イ )企業規模別有効回答率」を達成すること。

① 督促業務の計画を立て、厚生労働省に報告する。

② 最初に、督促状を作成し、未回収企業に配付する。なお、督促状に公

印を使用することも可能であるが、その場合、文面については、厚生労

働省の承認を得るものとする。

③ ②で回収できなかつた調査客体に対し、督促業務を行 う。

④ 督促業務を行 う者に対し、厚生労働省が貸与する照会対応事例集を活

用し、接遇を含め事前に本業務の内容を十分に理解させる。

⑤ 督促業務を行つた際は、調査票受付簿に記録する。また、 1件 ごとに



対応内容を記載 した督促・照会票を作成 し、週 1回厚生労働省に督促状

況を報告する。

⑥ 調査期間中に提出期限の注意喚起を行うことは、民間事業者の裁量によ

るところとする。

⑦ 産業別及び企業規模別の集計結果の精度の保持の観点から、平成 17～

21年に実施した就労条件総合調査の産業別有効回答率及び企業規模別有

効回答率 (参考 5参照)を参考にして、督促の必要性の度合いが大きい調

査客体を選定した上で、より効果的な督促を行 う。

(キ)調査関係用品の再配付 【実施時期 :随時】

①  「(オ)問い合わせ 。苦情対応」や 「(力 )督促業務」により、調査関

係用品の再配付の依頼があつた調査客体 (紛失、破損など)、 又は宛先不

明等であつたが、移転先等を調べ実際に住所の確認ができた調査客体に

対し行 う。

② 再配付した調査客体は、調査票受付簿に再配付年月日を記録する。

③ 再配付する調査関係用品の種類は、原則として初回に送付及び配付し

た調査関係用品一式 (別紙 1「 2 配付用封筒に封入する調査関係用品

一覧」参照)とする。

調査票の再配付を郵送で行 う場合、調査関係用品は、郵便法及び信書

便法に定義する信書に該当するため、調査客体への送付は、信書便とす

る。

(ク )審査 【実施時期 :1月 下旬～ 3月 中旬】

① 調査票をデータ入力する前に、厚生労働省が貸与する個票審査要領に

基づき、審査を行 う。

② 上記審査後、調査項目の未記入・疑義は、個票審査要領に基づき、当

該調査客体に照会を行い、調査票の記入訂正を行 う。

③ 照会業務を行つた際は、調査票受付簿 (→ 「(ウ )調査票受付簿の作成」

参照)に記録する。また、 1件ごとに照会内容を記載した督促・照会票

を作成し、週 1回厚生労働省に照会状況を報告する。

(ケ )調査票のデータ入力 【実施時期 :順次】

「(ク )審査」を終えた調査票を、厚生労働省が貸与するデータ入力作業要

領に基づきデータ入力する。

① チェック用として、平成 22年 3月 3日 (平成 23年調査は、平成 23年

3月 3日 )ま でに、300件以上の回収調査票をデータ入力した電子媒体と

共に厚生労働省に提出する。

② 納品物件として、①のチェック終了後から平成 22年 3月 24日 (平成

23年調査は平成 23年 3月 24日 )ま でに、すべての回収調査票をデータ



入力した電子媒体 と共に厚生労働省に納品する。

(→ 「工 納品物件」 (力 )～ (ク )参照)

(コ )調査対象企業名簿修正 【実施時期 :随時】

厚生労働省が貸与する調査対象企業名簿修正仕様書に基づき、調査対象企

業名簿修正を行 う。修正後は、紙 と電子媒体により厚生労働省に納品する。

併せて調査不能となつた調査客体の一覧表を納品する。

(→ 「工 納品物件」 (ク )(ケ )参照)

工 納品物件

本業務終了後、下記の物件を厚生労働省に納品する。納品時期は、特に記述の

ない限り、平成 22年 3月 24日 (平成 23年調査は平成 23年 3月 24日 )と する。

(ア)調査関係用品 【50部を封入・封絨、発送作業に入る前に納品し、残部を上

記期日に納品する。】

(イ )調査票受付簿 (別紙 2参照)

(ウ )問い合わせ 。苦情対応票 (様式自由8都道府県別一連番号1員 に揃える。)

(工)督促・照会票 (様式自由。都道府県別一連番号順に揃える。)

(オ)回収調査票 (都道府県別一連番号順に揃え、20件を一括として綴じる。)

(力 )回収調査票をデータ入力した電子媒体 (データ入力作業要領参照。以下 (キ )

まで同じ。)

(キ)データ入力についてベ リファイを実施 したことが確認できる書類

(ク )調査対象企業名簿 (修正を行つたもの。)

(ケ )調査不能企業の一覧表 (様式自由。ただし、都道府県番号、一連番号、調

査不能理由を記載する。)

1(コ )事業報告書 【平成 22年 3月 31日 に納品する。 (平成 23年調査は平成 23年

3月 310】 (→ 「8 契約により民間事業者atrずべき構置等」参照)

オ 情報セキュリティ管理

(ア )情報漏洩防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を整

備し、責任者をおくとともに、セキュリティ確保実施要領 (業務従事者向け

セキュリティマニュアルを含む。)を作成して的確な調査情報の運用管理を行

う。なお、セキュリティ確保実施要領は、厚生労働省に企画書提出時に併せ

て提出する。

(→ 「5 民間競争入札に参加する者の募集 (2)」 参照)

セキュリティ確保実施要領には、以下の①～⑤を含まなければならない。

① 調査票及び調査対象企業名簿は、破損及び紛失等を防止するため施錠

可能な場所に保管し、保管責任者を明確にする。

② 民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者以外の者

(以下「第二者」という。)に対し、調査関係書類の複写、貸与及び提供



をしてはならない。

③ 作業過程で作成し、作業終了後に不要となつた帳票、媒体類は粉砕、

溶解、記憶媒体からの一切の消去等適切な処置を行い、廃棄する。

④ 使用する電子機器の情報漏洩防止策を明記する。

⑤ 調査における守秘義務等に関する業務従事者 (再委託業者、派遣労働

者等を含む。)への研修概要を明記する。

(イ )情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに厚生労働省

に報告し、今後の対応方針について協議を行 う。

(3) 業務受話に関する留意事項

ア 民間事業者は、本業務を実施するために、「厚生労働省就労条件総合調査事務局」

という名称を用いて実施すること。

イ 民間事業者は、個票審査要領、照会対応事例集、データ入力作業要領及び調査

対象企業名簿修正仕様書 (以下、「要領等」という。)に基づいて業務を行 うこと

を原則とするが、その創意工夫を発揮する観点から、要領等によらない形の提案

を行 うことを可能とする。

なお、提案を行 う場合には、民間事業者は、4(2)ア の企画書においてその

具体的な内容を盛り込むこと。

ウ 民間事業者は、厚生労働省との連絡・調整を行 う担当者をおくの平日の業務時

間 (9:00～ 18:00)内 は、担当者は速やかに厚生労働省と連絡・調整が

取れる状態を保つこと。

工 民間事業者は、作業の方針及び計画について、明確にするとともに「(2)就労

条件総合‖査に係る請負業務の内容」の「ウ 業務内容」における (ア )～ (コ )

の各工程に作業責任者をおき、氏名、所属、連絡先を併せて厚生労働省に報告す

ること。

オ 民間事業者は、業務従事者に対 し、統計調査における基本的事項、守秘義務及

び就労条件総合調査の内容について、十分理解できるような研修を事前に行 うこ

と。研修計画及び内容について、厚生労働省に報告すること。

力 民間事業者は、調査関係書類を厳重に管理する環境、電話・ FAX等 必要な設

備及び本業務を適切に遂行するに十分な場所を用意すること。

キ 事故や問題が発生した場合は、速やかに厚生労働省に報告をし、厚生労働省の

指示に従 うこと。

(4) 業務に当たり確保されるべき質

就労条件総合調査を実施するに当たり、調査客体に対する迅速な対応、有効回

答率の維持、回収 した調査票の適切な審査、正確なデータ入力が求められる。調

査結果の質を確保するため、下記の対応を行 う。

ア 本業務の実施に当たり、業務内容 (2(2)ウ 業務内容参照)の工程ごとに民



間事業者が策定し、あらかじめ厚生労働省 と調整 した作業方針、スケジュールに

沿つて確実に業務を実施すること。

イ 問い合わせ 。苦情対応 (2(2)ウ 業務内容 (オ)参照)においては、調査票

の記入等に関する照会等があつた場合に、厚生労働省が貸与する照会対応事例集に

沿つて対応すること。

ウ 下記 (ア )、 (イ )の有効回答率を達成することとする。有効回答率とは、有効

回答 (=個票審査要領の基準を満たした調査票)数を調査客体数で除した値をい

う。民間事業者は、平成 20年 に実施 した本調査における有効回答率の実績値であ

る下記 (ア )、 (イ )の各数値を達成 しなかつた場合、各年度の業務期間終了時の事

業報告書 (→ 「工 納品物件」 (コ )参照)において、実績値を下回つた原因を分

析 し、報告する。なお、民間事業者は、調査不能客体 (廃業・休業・合併・企業

規模外・産業外の調査客体)が発生した場合には、厚生労働省に対 し、代替の調

査客体の追加抽出を依頼することができる。

(ア )全体の有効回答率

平成20年に実施 した就労条件総合調査における有効回答率68.2%を上回る

こととする。ただし、平成 17年～19年 に実施 した本調査における有効回答率

の平均に、平成20年調査からの調査対象の拡大による影響 (明り紙 4 4従 来

の実施における目標の達成の程度 (注記事項 )」 を参照。平成20年調査では

68.2%-71.3%=-3.1%)を考慮 した率である78.1%を 目標 とし、民間事業

者は、厚生労働省 と十分連携 し、日標の達成に向けて努力するものとする。

(イ )企業規模別有効回答率

平成20年に実施 した就労条件総合調査における企業規模別有効回答率を上

回ることとする。ただし、平成 17年～19年 に実施 した本調査において最も低

かつた調査年度の各企業規模別有効回答率に、平成20年調査からの調査対象

の拡大による影響 (「別紙 4 4従 来の実施における目標の達成の程度 (注記

事項)」 を参照)を考慮 した率を目標 とし、民間事業者は、厚生労働省と十分

連携 し、日標の達成に向けて努力するものとする。

<平成 20年企業規模別有効回答率 >

企 業 規 模 有効回答率

5, 000人 以 上 72.7%

1, 000人 ～ 4, 999人 67.7%
300人 ～ 999人 67. 8%

100人 ～ 299人 70.7%
30人 ～ 99人 65。  7%
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く目標とする企業規模別有効回答率>

企 業 規 模 有効回答率

5, 000人 以上 75。 7%
1, 000人 ～ 4, 999人 79.0%

300人 ～ 999人 76. 6%

100人 ～ 299人 75.7%
30人 ～ 99人 69. 6%

(5) 契約金額の支払いについて

厚生労働省は、各年度の業務期間終了後、民間事業者からの報告 (→ 「8 契

約により民間事業者が‖ずべき措置等 (1)」 参照)に より、適正な実施がなさ

れたことを確認 し、それぞれの期間ごとに契約金額の 2分の 1を支払 う。

3 就労条件総合調査の契約期間

契約期間は、契約締結 日 (平成 21年 9月 下旬)か ら平成 23年 3月 31日 までとする。

4 民間競争入札に参加する者に必要な資格

(1) 法第 15条 により準用する第 10条各号 (第 11号を除く。)に該当する者でない

こと。

(2) 予算決算及び会計令 (昭和 22年勅令第 165号。以下 「予決令」とい う。)第 70

条の規定に該当しない者であること。 (なお、未成年者又は被補助人であつて、契

約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該

当する。)

(3) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。

(4) 厚生労働省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領に基づ

く指名停止を受けている期間中の者でないこと。

(5) 厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)の 「役務の提供等」の調査 。研究

において 「A」 ～ 「C」 の等級に格付けされている者であること。

(6) 本実施要項に記載する事項の業務を実施・完了することができることを証明し

た者であること。なお、この場合の証明とは、落札者 として決定された民間事業

者 との間で締結される法第 20条第 1項の契約 (以下 「本契約」とい う。)を締結



することとなった場合、確実に完了期限までに実施・完了ができるとの意思表示

を書面により明示することをいう。

民間競争入札に参加する者の募集

(1) 民間競争入札に係るスケジュール (予定)

ア 入札公告

イ 入札説明会

工 入札書類提出期限

オ 入札書類の評価

力 開本L

キ 契約の締結

ク 業務の引継ぎ

(2) 入札実施手続

ア 提出書類

(平成 21年 7月 上旬)

(平成 21年 7月 下旬)

(平成 21年 8月 下旬)

(平成 21年 9月 上旬)

(平成 21年 9月 下旬)

(平成 21年 9月 下旬)

(平成 21年 9月 下旬)

ウ 入札説明会終了後の質問期限 (平成 21年 8月 中旬)

民間競争入札に参加する者 (以下 「入札参加者」とい う。)は、入札金額を記載

した書類、業務実施の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類 (以

下 「企画書」という。)、 セキュリティ確保実施要領並びに別紙 3「評価項 目一覧」

の 「企画書の頁」欄に対応する企画書の頁を記載 した書類を提出する。なお、上

記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の 105分の 100に相当する金額

を記載する。

また、法第 15条により準用する第 10条各号に規定する欠格事由の審査に必要

な書類を添付する。

イ 企画書の内容

入札参加者が提出する企画書には、総合評価を受けるため、次の事項を記載す

る。 (→ 「6 落札者を決定するための評価の薔準及び藩札者の決定方法」参照)

(ア)事業実施計画 (実施計画のほか、再委託先に関する事項 (→ 「8 契約に

より民間事業者が講ずべき措置等 (5)ケ」参照)について記載すること。)

(イ )事業実績 (過去に受託 した統計調査等の名称、内容、調査の委託元、実施

時期、調査票の発送件数、回収率、受託 した具体的な業務内容、法の対象

となつた統計調査の受託の有無等について記載すること。)

(ウ )業務従事人員 (総人員数及び各工程ごとの人員数について、延べ人数を記

載すること。単位は 「人 日」 とし、 1日 8時間労働を 「1人 日」とし、 2

時間従事すれば、「0.25人 日」、4時間従事すれば、「0.5人 日」等として記

載すること。)

(工)研修 (研修の内容、目的、実施時期、期間、対象者等について記載するこ



と )

(オ)設備・環境 (本業務を実施する場所、通信機器の設備環境等について記載

すること。)

(力 )セ キュリティ対策 (「 セキュリティ確保実施要領」を以て記載 したものとす

るので企画書においては、「セキュリティ確保実施要領参照」等と記載する

こと。)

(キ)配付 (調査票の配付方法等について記載すること。)

(ク )回収・受付 (回収・受付方法等について記載すること。)

(ケ)審査 (審査方法等について記載すること。)

(コ )問い合わせ 。苦情対応 (問合せや苦情の対応方法について記載すること。)

(サ)督促 (督促の時期・回数など督促の実施方法等ついて記載すること。)

(シ)データ入力 (ベ リファイする体制、データ入力の実施方法等について記載

す ること。)

(ス )そ の他 (厚生労働省 との連絡体制等の事業実施体制について記載す ること。)

6 落札者を決定するための評価の基準及び落札者の決定方法

落札者の決定は、総合評価落札方式によるものとする。なお、評価は厚生労働省及び

外部有識者 (以下 「評価者」とい う。)に よる審査を行 う。

(1)落 札者決定に当たつての質の評価項目の設定 (別紙 3「評価項 目一覧」参照)

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的 。

趣旨に沿い、かつ実行可能なものであるか、また、効果的なものであるかについ

て行 う。

ア 必須項 目審査

厚生労働省は、入札参加者が企画書に記載 した内容を、別紙 3の 1～ 3の必須

項 目 (最低限の要求項 目)に ついて満たしていることを確認する。すべて満たす

場合は合格とし、 1つでも満たさない場合は、失格とする。

イ 加点項 目審査

「ア 必須項 目審査」で合格となつた入札参加者に対し、加点項 目について審

査を行 う。効果的な実施が期待 されるという観点から、基本的には入札参加者の

企画提案を絶対評価することにより加′はする。

評価者は、加点項 目ごとに入札参加者の企画書の内容を比較 し、下記の審査基

準により各項 目について 0点から3点を付与する。各項 目に付与された得点に、

その項 目の重要度に応 じて設定されたウエイ トを乗 じた点数を合計 し、その合計

点を技術′点とする。

(→ 「(2)着札方式及び得点配分」「イ 総合評価点の計算」 参照)

<審査基準 (絶対評価項 目)>



A 非常に優れている      3点
B 優れている         2点
C 標準的・普通        1点
D 記載なし、又は期待できない 0点

(2)落 札方式及び得点配分

ア 落札方式

次の要件を共に満た している者のうち、次の 「イ 総合評価点の計算」によつ

て得 られた総合評価点の最も高い者を落札者 とする。

(ア)入札価格が予定価格の範囲内であること。

(イ )別紙 3「評価項 目一覧」に記載される要件のうち、必須項 目をすべて満た

していること。 (別紙 3「評価項 目一覧」の必須項 目における「企画書の頁」

が空欄の場合は、当該必須項 目が記載されていないものとみなす。)

イ 総合評価′点の計算

合評価′点=技術′点+価格

技術点は、加点項目審査で得られた各評価者の得点の算術平均とする。 (168′点

満点、端数は四捨五入する。)

価格点=84× (1-入札価格÷予定価格)

(3)落 札者の決定に係る留意事項

ア 落札者となるべき者の入札価格によつては、その者により本契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認めら

れるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札 した他の者のうち、

「(2)藩札方式及び得点配分」の「イ 総合評価点」の計算によつて得られた数

値の最も高い一者を落札者として決定することがある。

イ 落札者となるべき者が二者以上あるときは、くじによつて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札事務に関

係のない厚生労働省の職員にくじを引かせ、落札者を決定する6

ウ 落札者となるべき者が決定したときは、厚生労働省は遅滞なく落札者の氏名又

は名称、落札金額、落札者の総合評価点等について公表するの

(4)初 回の入札で落札者が決定しなかつた場合の取扱い

直ちに再度の入札を行 うことができる。

7 就労条件総合調査における従来の実施状況に関する情報の開示

就労条件総合調査における従来の実施状況に関する情報の開示については、別紙 4「従

来の実施状況に関する情報の開示」のとおりとする。

14



(1)従 来の実施に要 した経費

(2)従 来の実施に要 した人員

(3) 従来の実施に要 した施設及び設備

(4) 従来の実施における目的の達成の程度

(5) 従来の実施方法

8 契約により民同事業者が講ずべき措置等

(1)報 告

ア 民間事業者は、次の (ア)～ (工)について、厚生労働省に報告するとともに、

必要に応じて、下記以外の事項についても求められた場合は報告すること。

なお、下記については、下記の時期以外に求めることがある。

(ア )毎月の業務担当者の配置実績及び勤務体制予定表 (毎月 5日 に提出、ただ

し土日、祝 日の場合はその前 日)

(イ )調査票の提出状況 (週 1回 )

(ウ )問い合わせ 。苦情対応票のコピー (週 1回 )

(工)督促・照会票のコピー (週 1回 )

(オ)事業報告書 (平成 22年 3月 31日 (平成 23年調査は平成 23年 3月 310)

落札者の決定後に厚生労働省と打ち合わせを行い、構成を決定する。

なお、事業報告書には 「有効回答率の日標の達成状況」、「実施に要 した経

費 。人員についての内訳」等の内容が含まれることを想定 している。

イ 厚生労働省は、民間事業者から受けた上記アの報告を取 りまとめの上、各調査

年ごとに 6月 末までに公表するとともに、官民競争入札等監理委員会 (以下「監

理委員会」とい う。)に報告する。

(2)調 査

厚生労働省は、上記 「(1)報告」や、次のア～ウによるモニタリングの結果等

により必要があると認めるときは、民間事業者に対し報告を求め、又は民間事業

者の事務所に立ち入 り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査 し、

若 しくは関係者に質問することができる。

立入検査をする厚生労働省の職員は、検査等を行 う際には、当該検査が法第 26

条第 1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示

す証明書を携帯し、提示する。

ア 民間事業者への電話 (適宜)

厚生労働省から民間事業者の業務担当者へ電話による質問を行い、その対応に

より適切に実施されているかを詳細に調べる。

イ 調査客体へのアンケー ト (適宜)

(ア )民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者 (以 下 「民間



事業者等」とい う。)に よる調査票の不正記入等の不正行為を防止するため、

回収調査票を適宜選択 し、調査客体に厚生労働省からアンケー トを行 う。

(イ )民間事業者等による督促 。照会業務の不適切な対応がなかったかを調べる

ため、督促・照会業務の対象 となつた調査客体の中から適宜選択 し、事後的に

厚生労働省からアンケー トを行 う。

ウ 従来の実施状況 との比較 (適宜)

有効回答率について実績 と比較を行い、目的の達成の程度を確認する。

(3)指 示

厚生労働省は、上記 「(2)■査」の結果等により必要があると認めるときは、

民間事業者に対して、改善策の作成・提出を求めるなどの必要な措置をとるべき

ことを指示することができる。なお、民間事業者は、改善策の作成に当たり、厚

生労働省に対 して、助言、協力を求めることができる。

(4)秘 密の保持

民間事業者は、本業務に関して厚生労働省が開示 した情報等 (公知の事実等を

除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩 してはならない

ものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者等は業務上知 り得た

秘密を漏 らし、又は盗用 してはならない。これ らの者が秘密を漏 らし、又は盗用

した場合には、法第 54条により罰則の適用がある。

なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第二者に開示 してはならない。

(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

ア 業務の開始及び中止

(ア )民間事業者は、締結 された本契約に定められた業務開始 日に、確実に本業

務を開始 しなければならない。なお、本業務は上記 「(2)調査」を行 う観点

から日本国内において実施すること。

(イ )民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止 しようとするとき

は、あらかじめ、厚生労働省の承認を受けなければならない。

イ 公正な取扱い

(ア)民間事業者は、本業務の実施に当たつて、調査客体を具体的な理由なく区

男Jし てはならない。

(イ )民間事業者は、調査客体の取扱いについて、自らが行 う他の事業の利用の

有無により区別 してはならない。

ウ 金品等の授受の禁止

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをし

てはならない。

工 宣伝行為の禁止

(ア)民間事業者及び本業務に従事する者は、「厚生労働省統計情報部賃金福祉統



計課」や 「就労条件総合調査」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら

行 う他の事業の宣伝に利用すること (一般的な会社案内資料において列挙さ

れ る事業内容や受注業務の 1つ として事実のみ簡潔に記載する場合等を除

く。)及び当該自ら行 う他の事業が就労条件総合調査の一部であるかのように

誤認 させる恐れのある行為をしてはならない。

(イ )民間事業者は、本業務の実施に当たつて、自らが行 う他の事業の宣伝を行

ってはならない。

オ 事業の同時実施の禁上

民間事業者は、本業務において調査客体と接触する際に、同時に他の事業を行

ってはならない。

力 記録・帳簿書類

民間事業者は、実施年ごとに本業務に関して作成 した記録や帳簿書類を、それ

ぞれ翌年度より5年間保管 しなければならない。また、保管期間終了後は破砕等

を行い判別不可能な状態で速やかに廃棄 し、厚生労働省にその旨報告 しなければ

ならない。

キ 権利の譲渡の禁止

民間事業者は、原則 として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第

二者に譲渡 してはならない。

ク 実施状況の報告

民間事業者は、本業務の実施状況を公表 しようとするときは、あらかじめ、厚

生労働省の承認を受けなければならない。

ケ 再委託

(ア )民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括 して再委託 しては

ならない。

(イ )民間事業者は、本業務の実施に当た り、その一部について再委託を行 う場

合は、原貝Jと してあらか じめ企画書において、再委託に関する事項 (再委託

先に委託する業務、再委託先の名称、住所 。連絡先、再委託を行 うことの合

理性及び必然性、再委託先の業務履行能力等)について記載 しなければなら

ない。

(ウ )民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行 う場合に

は、上記 (イ )の再委託に関する事項を明らかにした上で厚生労働省の承認

を受けなければならない。

(工 )民間事業者は、上記 (イ )又は (ウ )により再委託を行 う場合には、民間

事業者が厚生労働省に対 して負 う義務を適切に履行するため、再委託先の事

業者に対 し、上記 「 (4)秘密の保持」及び本項 (「 (5)契約に基づき民

間事業者が講ずべき措置J)に規定する事項その他の事項について必要な措



置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。

(オ)上記 (イ )から (工)に基づき、民間事業者が再委託先の事業者に業務を

実施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行 うものとし、再委託

先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき

事由とみなして、民間事業者が責任を負 うものとする。

(力 )民間事業者は、本業務の実施に当たり、再委託先の事業者に再々委託をさ

せてはならない。

コ 請負内容の変更

厚生労働省及び民間事業者は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむ

を得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の

理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けなければならない。

サ 契約の解除等

(ア)厚生労働省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。

① 法第 22条第 1項第 1号イからチ又は同項第 2号に該当するとき

② 暴力団員を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになっ

たとき

③ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているこ

とが明らかになったとき

(イ )厚生労働省が契約を解除したとき、民間事業者は、違約金として契約金額の

100分の 10に相当する金額を厚生労働省に納付しなければならない。

シ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と厚生労

働省とが協議する。

9 契約により民間事業者が負うべき責任

(1) 本契約を履行するに当たり、民間事業者等が、故意又は過失により第二者に損

害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるとこ

ろによるものとする。

ア 厚生労働省が国家賠償法 (昭和 22年法律第 125号)第 1条第 1項等に基づき当

該第二者に対する賠償を行つたときは、厚生労働省は民間事業者に対し、当該第二

者に支払った損害賠償額 (当 該損害の発生について厚生労働省の責めに帰すべき理

由が存する場合は、厚生労働省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限

る。)について求償することができる。

イ 民間事業者が民法 (明 治 29年法律第 89号)第 709条等に基づき当該第二者に

対する賠償を行つた場合であつて、当該損害の発生について厚生労働省の責めに帰



(2)

(3)

すべき理由が存するときは、当該民間事業者は厚生労働省に対 し、当該第二者に支

払つた損害賠償額の うち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求

償することができる。

民間事業者が本契約に違反 したことによつて、又は民間事業者等が故意若 しく

は過失によつて厚生労働省に損害を与えたときは、民間事業者は、厚生労働省に

対する当該損害の賠償の責めに任 じなければならない。

民間事業者は、民間事業者の責に帰すべき事由により、本契約に定める業務を

各年度の業務終了時までに履行できないときは、遅延賠償金 として、各年度の業

務終了時の翌 日から起算した遅延 日数に応 じ、1日 について契約金額に対 し年 1000

分の 50に相当する金額を厚生労働省の指定する期間内に納付しなければならない。

0 法第 7条第 8項に規定する評価に関する事項

(1) 実施状況に関する調査の時期

厚生労働省は、内閣総理大臣が評価を行 うに当たり必要な情報を収集するため、

本業務の実施状況について、毎年度の業務終了時点における状況を調査するもの

とする。

(2) ■査の実施方法

厚生労働省は、従来の実績と民間事業者の実績を比較することができるように、

次の (3)調査項目の内容について、民間事業者の実施状況を調査する。有効回

答率を実績値と比較することで、数値的な質の維持向上が達成されたかを定量的

に評価する。

(3) ■査項目

ア 有効回答率

イ 実施経費

質の維持向上だけでなく、経費削減が達成されたか確認する。

(4)意 見聴取

厚生労働省は必要に応じ、民間事業者 (再委託先を含む)及び調査客体から直

接意見の聴取等を行 うことができる。

(5) 外部有臓者

厚生労働省は、本業務の実施状況等を内閣総理大臣へ提出するに当たり、外部

有識者の意見を聴くものとする。

1 その他実施に関し必要な事項

(1) 会計検査

民間事業者は、会計検査院法 (昭和 22年法律第 73号)第 23条第 1項第 7号に

規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25



条及び第 26条 により、同院の実地検査を受けた り、同院から資料 。報告等の提出

を求められた り質問を受けたりすることがある。

(2) 統計法令の遵守

本業務の実施に関し、民間事業者は、統計法その他関係法令を遵守するものと

する。特に、統計法は第 41条において、調査客体の秘密は保護 されなければなら

ないと定めてお り、民間事業者はそのための措置を講ずること。

(3) 本業務に従事する者は、刑法 (明治 40年法律第 45号)そ の他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

(4) 次のいずれかに該当する者は、法第 55条の規定により三十万円以下の罰金に処

されることとなる。

ア  「8 契約により民間事業者が講ずべき措置等」(1)に よる報告をせず、若 し

くは虚偽の報告をし、又は同 (2)に よる調査を拒み、妨げ、若 しくは忌避 し、

若 しくは質問に対 して答弁をせず、若 しくは虚偽の答弁をした者

イ 正当な理由なく、同 (3)に よる指示に違反 した者

(→ 「8 契約により民間事業者が講ずべき措置等」の「(1)報告」「(2)調

査」「(3)指示」参照)

(5) 法人の代表者又は法人若 しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法

人又は人の業務に関し、上記 (4)の違反行為をしたときは、法第 56条の規定に

より、行為者を罰するほか、その法人又は人に対 して上記 (4)の刑を科される

こととなる。

(6) 実施状況等の監理委員会への報告

厚生労働省は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況につい

て、業務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第 26条及び第 27条に基づ

く報告徴収、立入検査、指示等を行つた場合には、その都度、措置の内容及び理

由並びに結果の概要を監理委員会へ報告する。

(7) 厚生労働省の監督体制

ア 本契約に係る監督は、契約担当者等が、自ら又は補助者に命 じて、立会い、指

示その他の適切な方法によつて行 うの

イ 本業務の実施状況に係る監督は、「8 契約により民間事業者が講ずべき措置

■F」 (2)によリイテう。

(→ 「8 契約により民間事業者ntrずべき措置等」「(2)調査」参照)

20



調査関係用品 部数 【参考】 積算内訳 【参考】

1 険拶状 7,300部

調査対家貪栗叡 :約 5,200罰 ;

宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
畢倍         50叡

2 平成22年就労条件総合調査調査票 7,300部

調査対象企業数 :約6,200部 (ブ レプリン ト)

再送分     :約 1,000部
厚生労働省   :   50部
1'1自           :      5018

3 平成22年就労条件総合調査 調査票記入要領 7.3001謳

調査対象企業数 :約6,200部
宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
予備      :   50部

4 調査協力依頼状 7,30018

調査対家企業数 :約6,200部
宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
予‖自           :      5018

5 平成22年就労条件総合調査調査票 配付用封筒 7,3001F

調査対家企栗数 :約0,200部
宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
予借      :   50部

6 平成22年就労条件総合調査調査票 返信用封筒 7,3001『

調査対象企業数 :約6,200部
鬼先判明企業  :約 1,000部
享生労働省   :   50部
予備      :   50部

7 平成21年就労条件総合調査結果の概要 7,3001F

調査対象企業数 :約6,200部
宛先判明企業  :約 1,000部
軍生労働省   :   50部
3借         ■0獣

8 讐促状 4,4901F
調査対象企業数 :約6,2∞ ×70%=4,340部
厚生労働省   :   50部
予備     :  100部

別紙 1-1
1 調査関係用品―覧

【平成22年調査分】

2 配付用封筒に封入する調査関係用品一覧

調査関係用品

1 平成22年就労条件総合調査調査票

2 調査協力依頼状

3 平成22年就労条件総合調査 調査票記入要領

4 平成21年就労条件総合調査結果の概要

5 平成22年就労条件総合調査調査票 返信用封筒



調査関係用品 部数 【参考】 積算内訳 【参考】

1 険拶状 7,3001椰

調査河ス■栗梨 :祠 0,ZUU司 S

宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
予備      :  50部

2 平成23年就労条件総合調査調査票 7,3001部

調査対象企票数 :約 6.200部 (フ レフ リン ト)

再送分     :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
予借      :  50部

3 平成23年就労条件総合調査 調査票記入要領 7′ 3001F

調査対象企栗数 :約 0,200部

宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
予備     :  50部

4 調査協力依頼状 7,300増椰

調査対象企業数 :約 6,200部
宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省  :   50部
予備     :  50部

5 平成23年就労条件総合調査調査票 配付用封筒 7,3001椰

調査対象企業数 :約 6,200部
宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
手借      :  50部

6 平成23年就労条件総合調査調査票 返信用封筒 7,3001部

調査対象企業数 :約 6,200部
宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省   :   50部
月
'1奢

          :     5018

7 平成22年就労条件総合調査結果の概要 7,3001F

調査対象企業数 :約0,200部

宛先判明企業  :約 1,000部

厚生労働省  :   50部
予備     :  50部

8 督促状 4,4901F
調査対象企業数 :約 6,200× 70%=4,340部
厚生労働省  :   50部
予備     :  100部

別紙 1-2
1 調査関係用品一覧

【平成23年調査分】

2 配付用封筒に封入する調査関係用品一覧

調査関係用品

1 平成23年就労条件総合調査調査票

2 調査協力依頼状

3 平成23年就労条件総合調査 調査票記入要領

4 平成22年就労条件総合調査結果の概要

5 平成23年就労条件総合調査調査票 返信用封筒



調査票受付簿要記載事項一覧                                                             別紙 2

調査票受付簿については、以下の記載要件を満たすものとする。

通し番号、都道府県番号、一連番号、企業名、調査票受付日、督促日、督促回数、督促・照会票番号、問い合わせ 。苦情対応票番号、受付者、照会日、調査関係用品再送日

(様式の一例 )

平成22年就労条件総合調査 調査票受付簿    2009年 0月 ○日 現在

都道府県
番号

連
号

一
番

企業名
調査票
受付日

督促 日 督促・照会房
問い合わせ・

苦情対応票番号
受付者

備考欄
(照会日・調査関係用品再送日等)

1回 目 2回 目 3回 目 N0 N0

1 1 就労条件株式会社 ! カロ膚泰 1/15記 入方法について間い合わせ

2 1 厚生労働社
ノ
／

／
／ l 鈴木 2/3会 社移転により調査票再送

3 1
賃福商事

…

2 社名変更有り

4 1 (株)安衛 加藤

5 1 労組製薬
／

ノ
／

／ 3, 5 調査拒否のため調査不能

6 2 トーケイカンパニー 2/4 4,7,8 2/3担 当者不在、 2/4担 当者不在、2/5調 査票再送

7 2 1240 PT企画 所在不明のため調査不能

8 3 賃構運輸 1/30 加藤

9 3
■
■ 労働調査出版社 6,9 調査拒否のため調査不能

10 3
Л
十 霞ケ関電器 1/20苦 情があつたが協力をお願いした

11 1244
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セキュリティ
対策

(☆ )新規性・創造性・効率性を求める項目
価格と同等に評価できる項目

技術点合計
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男1浄氏4

従来の実施状況に関する情報の開示

従来の実施に要 した

査の実施に係る経

参
考
値

1  業務の実施期間は、12月 上旬～ 3月 下旬の約 4か月である。

2  経費については、厚生労働本省、各都道府県労働局及び労働基準監督署の経費のうち当該業務のために

要した数値を集計 したものである。

3  各費目の内容は以下のとおり。                ,
○  人件費

・常勤職員……職員基本給、職員諸手当、超勤務手当、児童手当、社会保険料、当該業務に直接従事 した

者の人件費
・非常勤職員…当該委託業務に直接従事 した者の人件費

○ 物件費

印刷製本費、消耗品費、通信運搬費 (郵便料、宅配便等)、 借料 (賃貸借料、パソコン等)、 光熱水料

※ 物件費のなかで、業務に要 した経費の特定ができないもの (光熱水料、通信運搬費等)については、

本業務の実施に要 した人員による按分により算出している。

○ 委託費等

・委託費定額分…印刷製本費 (調査票等関係書類 ※別紙 1調査関係用品一覧参照)、 雑役務費 (封入作

業、データパンチの請負業務外注費)

・旅費その他……旅費 (全国会議、督促のための旅費等)

。平成19年度の委託費の増加については、配付・回収方法の変更 (主に調査員が行つていた業務の一部を

委託するようになつた)に よる。 (別添1及 び別添 2参照 )

○ 減価償却費、退職給付費用及び間接部門費は推計の要素を含む参考値であり、算定方法は以下のとおり。

① 減価償却費 (受託者において準備する必要のある施設・設備のうち、物件費に計上 していないもの)

・定率法により算出

・ (建物関係)建物全体の減価償却費のうち、本業務を担当している職員の人員数により算出

② 退職給付費用
・退職給付単価 ×従事職員数

※退職給付単価 :厚生労働省全体の退職給付費用を総職員数で除 した推計単価

③ 間接部門費の算定対象部門は以下のとおり。
・本省・………………………………………官房総務課、人事課及び会計課並びに統計情報部企画課及び賃

金福祉統計課に係る人件費、物件費、委託費等の金額を職員数に

応 じて配賦した。
・都道府県労働局及び労働基準監督署…総務部総務課、業務課の執行部門に係る人件費、物件費、委託

費等の金額を職員数で配賦 した。

4  平成20年度 (平成21年調査 ) 額    22,050,000円 (



こ求め られる知識・経験等 )

○ 就労条件総合調査に関する業務を熟知し、照会応答業務、督促業務、内容チェック業務及びデータ

入力業務ができること。

r

業務の繁閑の状況とその対応 )

○  調査客体か らの照会 (電話、 FAX等 )

12月 中旬に調査票を郵送 していることから、12月 中旬～1月 中旬までの照会が集中。その後、はが

き督促、電話督促後に集中するほか、随時、調査客体か らの照会がある。

○ 就労条件総合調査は、平成18年度調査まで都道府県労働局及び労働基準監督署において調査票の配

付・回収、督促業務、内容チェック業務を実施 している。

なお、実施期間が 1年未満であり、従事する職員は委託対象外の業務にも従事しているため、人員

数については、 1人の職員が対象業務に 1年間従事 した場合 (1920時 間 (8時 間×2o日 ×12月 )(注 )

)を 1人 として算出した数値を記載している。

(注 :常 勤職員の場合これに超過勤務時間を加算している。)

○ 具体的には、業務に従事 した日数を年間の営業日数で除し、人員を算出した。

こ要 した時間



従来の実施に要 した施:

(厚生労働本省 )

○ 電話 (2台 )、 F

(約 20平方メー ト

及び設樹

AX、 コヒ

|レ )を使月

―機、パソコン、プリンタ、サーバー、 LAN、 中央合同庁舎第 5号館の一角

している。

)コ

ピー檄 パソコス プリンタ等の設備及び執務室の一角を使用 している。

(注記事項)                   ・

〇 事業を実施するために必要となる施設及び設備は、受託者において準備する必要がある。

○ 都道府県労働局及び労働基準監督署に係る従来の実施に要 した施設について、賃貸借により執務室を措置 して

いる庁舎は、賃借料が物件費に計上されている。

従来の実施における目標の達成の程 l

17年層 18年度 9年度

調査対
象数

有効回
答数

臨
・繭

実績
調査対
象数 枷識

臨
・緬

実績
調査対
象数 枷識

臨
・細

実績

最 | 終的な有効回答率 5,341 4:416 5,34〔 4,178 5,937 4,047 68 2% (71 3Qb)

企業規模別の有効回答率

5,000,共」L 00% 85 8% 1009b 72 7% (74 7%)

1.000-4.999人 67 7% (70 6%)

300～ 999人 1,102 67 8%

100-299A 1,190 78 2リ 70 7% 732%)

30～ 99人 1 787 1 310 1 218 74 011 1,205 657%(69411)

(注記事項 )

○有効回答率とは、有効回答 (=個 票審査要領の基準を満たした調査票)数 を調査客体数で除 した値をいう。

17年度の調査客体数5,341、 有効回答数4,416

18年 度の調査客体数5,343、 有効回答数4,178

19年度の調査客体数5,937、 有効回答数4,047

20年度の日標の達成の程度については参考 5参照

○平成19年度の調査 (平成20年調査)か らは、調査対象を「本社30人以上の企業」から「30人 以上の企業」に

拡大 した。拡大前の基準 (本社30人以上の企業に限定)による有効回答率は括弧内。

また、その他の有効回答率低下の要因としては、調査手法の変更等が考えられる。 (参考 1参照 )



の実施方法 (業務フロー図等 )

別添 1(平成 19年調査)及び別添 2 (平成 20年調査)の とお り

(事業の目的を達成する観点から重視 している事項 )

○ 都道府県労働局との連絡を密にし、全国会議や調査後に担当者との会議等を開催 し、調査の実施にお

ける具体的な提案・問題点等について情報交換や検討を行い、よりよい統計になるよう努めている。

○ 調査票等を送付する際、統計情報部長の協力依頼状の他に、都道府県労働局長からの協力依頼状 (ま

たは挨拶状)を同封している。

○ 調査を円滑に実施し、精度向上を図るため、調査客体からの質問に対して、丁寧・的確・迅速に回答

している。

○ 回収率を左右する要因となる督促・苦情対応時については、当調査の必要性・重要性を丁寧に説明し、

企業側の意見も拝聴し、非協力企業へも協力をお願いしている。

○ 督促について

・都道府県労働局及び監督署か らの督促状の郵送による督促

・電話による督促

・電話督促で、協力が得 られない場合は、調査員が調査客体を訪間 し協力をお願いしている。

O都 道府県別調査対象数

・別添 3(都道府県別調査対象数)の とおり

○ 宛先変更等の件数

・別添 4(宛先変更等の件数)のとおり



別添 1

就労条件総合調査の流れ図(従来

※ 1 調査員は各都道府県労働局で任命した。調査員は、配付、説明、督促業務、照会対応業務、審査業務等を行つた。

※2 訪問または郵送で行つた。
※3 調査票の必須項目等の記入の有無など基本的なチェックを行つた。
※4 調査票に記載された項目間において、相互に矛盾がないか等の総合的なチェックを行つた。

平成21年 (平成20年 度)調査以降の流れについては、参考4「就労条件総合調査の流れ図 (平成21年 (20年度)調査以降)」 参照

施方法 :平 こ191再 (18 )調査)一

=非常勤職員

導  =業者発注

(疑義照会 (職員による)(※ 4))

(疑義照会)

□ ←□⇒囲 理ヨ⇒回
合

内検

(データ

チェック)

内容チェッ

ク

(審査 )

データ入カ

(バンチ)

調査票の受付

提出状況の確

認

調査対象企業

からの照会対

応

(照会〉‖ 1(回答)   |(督促)

な量鷺澱畿《※2)鐵甍議鸞付 議ヽ曝(X籍

厚

生

労

働

省

調査対象企業

蒻査総艤 11農 l藤

調査票の

磯藤濾漆i武

「
1き 攣



月1)泰 2

―就労条 総 れ図(イ 来の実施方法 :平成20年 (19年 調査 )一

※ 1 調査員は各都道府県労働局で任命した。調査員は、督促業務、照会対応業務、審査業務等を行つた。

※2 調査員が訪問して回収することもあつた。

※3 調査票の必須項目等の記入の有無など基本的なチェックを行つた。

※4 調査票に記載された項目間において、相互に矛盾がないか等の総合的なチェックを行つた。

平成21年 (平成20年度)調査以降の流れについては、参考4「就労条件総合調査の流れ図 (平成21年 (20年度)調査以降)」 参照

合調 調

| |(照会)‖  1(回答)   I(督促) 幅照気%贔 :糞薯贄置
員

(疑義照会 (職員による)(※ 4))

(疑義照会)

□ ←
内容チェッ

ク

(審査)

データ入力

(バンチ)

⇒□
調査票等

の

印刷

調査対象企業

、ほ卜眩 ボ檬委蒻

調査票の

濾慈X醸 :ξ農ド゙藤
厚 生 労 働 省



別添 3

就労条件総合調査 都道府県別田査対彙数 (平成17年～平成21年 )

都道府県

平成17年調査
(平成16年度 )

平成18年

(平成17年度 )

平成19年

(平成18年度)

平成20年

(平成19年度 )

平成21年

(平成20年度 )

調査対象数 調査対象数 調査対象数 調査対象数 調査対象数

計 5,341 5,341 5.343 5,937 6,147

01北海道
ハ
υ 205

ハ
Ｖ 210

02青 森
ｎ
■ 41

03岩 手 41 41
Л
■

04宮 城 80 80 80

05秋 田

06山 形
”

，

07福 島

08茨 城

09栃 木
■
■

Л
， 60

10群 馬

11埼 玉 164 190

12千 葉 i44 i44
力

， 144

13東 京 1,202 :,208 1.197 1,320 1,917

14神奈川 280

15新 潟 94 94 101

16富 山

石
Л
争 47

Л
，

■
■

18福 井 30

19山 梨

20長 野 74

21岐 阜 70

22静 岡
“
牛 :45

23愛 知
Л
争 402

24三 重

25滋 賀

26京 都 105
ハ
υ 105

27大 阪
ハ
Ｖ 604

28兵 庫 200

29奈 良

30和歌山

31鳥 取 11

32島 根

33岡 山

34広 島 124

35山  口 49 Л
争

■
４

Л
牛

Л
，

36徳 島

37香 りll 40
“

，

38愛 媛

39高 知 24 20

40福 岡 260

41佐 賀

42長 崎 41
■
争

43熊 本
Л
●

Л
■

44大 分 40 40

45宮 崎

46鹿児島 50 50
■
■

47,中 縄 42

したことによ

(注 2)平成21年調査の調査対象数が増加しているのは、日本標準産業分類の改定に伴い産業区分が増加したことによる。
(注 3)平成21年調査の対象数は、当初のもの。調査不能企業については、代替抽出を行つたため都道府県間に増減があり。計は変わらず。



月1,暴 4

宛先変更等の件数

(注) 調査が不能になつた企業に対して代替抽出は行つていない。
上記数値は、回収率計算に当たうての調査客体数 (分母)に含んでいる。

平成18年 平成19年 平成20年

宛先変更

判

明 24344 3011牛 498件

不

明
8件 151牛 47件

調査不能
(規模外)

282イJキ 369イ牛 377f4

調査不能
(廃業)

631牛 128件 129件

調査不能
(休業)

5件 5件 3件

調査不能
(合併)

43響牛 841Jキ 721牛



参考 1

平成19年調査～21年調査の調査票の配付方法

年度 調査名 調査票配付方法 調査票回収方法

平成18年度 平成19年 就労条件総合調査
調査員による訪間

又は労働局・監督署に
よる郵送

調査員による訪間
又は労働局・監督署への郵送

平成19年度 平成20年 就労条件総合調査 厚労省から郵送 企業から労働局・監督署へ郵送

平成20年度 平成21年 就労条件総合調査
民間業者による配付

(訪間又は郵送 )

民間業者による回収
(訪間又は郵送 )



厚生労働省内部部局及び地方支分部局の組織図

医 薬 食 品 局

業 能 力 開 発 局

用均等・児童家庭

社 会 ・ 援 護 局

政 策 統 括 官

働基準監督道 府 県 労 働

人  事  課

総  務  課

会  計  課

地  方  課

国  際  課

厚 生 科 学 課

統 計 情 報 部

食 品 安 全 部

安 全 衛 生 部

労 災 補 償 部

勤労者生活部

高齢・障害者雇用
対策部

障害保健福祉部

四 国 厚 生 支 局

沖縄麻薬取締支

参考 2

統計企画調整室

審査解析室

企画室

人口動態統計課

保健統計室

社会統計課

国民生活基礎調査室

雇用統計課

34

公共職業安定所



参考3

就労条件総合調査 都道府県別非常勤職員配置数

都道府県
平成18年調査
(平成17年度 )

平成19年調査
(平成18年度 )

平成20年調査
(平成19年度)

計 89 80 68

01北海道
り
０ 3

つ
０

02青 森 2 2 2

03岩 手 1 1 1

04宮 城 3
つ
０ 3

05秋 田 2 3 1

06山 形 1 0 0
07福 島 3 2 2

08茨 城 1 0
09栃 木 2 2 2

0群 馬 2 2 1

1埼 玉 2 2 2

2千 葉 2 2
０
乙

3東 京 13 13 13

4神奈川 1 1 1

5新 潟
０
こ

●
乙 1

6富 山 0 0 0
7石 川 2 0 0
8福 井 2 2 2

9山 梨 1 0 0

20長 野 1 1 1

21岐 阜 1 1 1

22静 岡 1 1 1

23愛 知 9 6 5

24二 重 2
０
乙 2

25滋 賀 1 1 1

26京 都 2 0 0
27大 阪 0 1 2

28兵 庫 3 3 3

29奈 良 2 2 2

30和歌山 2 i 0
31鳥 取 1 1 1

32島 根
０
乙 1 1

33岡 山 0 0 0
34広 島 2 1 1

35山 口 1 1 1

36徳 島 0 0 0
香 0 2 1

38愛 媛 2 2 0
39高 知 1

４
∠ 1

40福 岡 4
Ｅ
Ｕ 3

41佐 賀 2 1 1

42長 崎 0 0 0
43熊 本 1 1 1

44大 分 1 0 0
45宮 崎 1 1 l

46鹿児島 0 0 0
47 ,中  縄 2 2 2

※ 非常勤職員は各都道府県労働局において屋用する。



参考 4

T就労条件総合調査の流れ図 (平成21年 (20年度)調査以降)一

全体の流れ

等醸
の
Ⅷ

調
未回収企業に

対する督促 呂 ⇒

厚 生 労 働 省

調査対象企業

慮鰊命は蕊
=藤

令藤

調査票の

ミ恣ミ躙藤、こ1藤欝_醸

厚

生

労

働

省



参考 5

平成17年調査～平成20年調査 産業別企業規模別有効回答率

平成17年調査
(平成16年度 )

平成18年調査
(平成17年度 )

平成19年調査
(平成18年度 )

平成20年調査
(平成19年度 )

実績 実績 実績 実績

産業別の回収率

鉱業 71.6γ 78.5% 68.5, 55.8γ

建設業 85.1) 86.2% 80.7, 69.301

製造業 89.0) 87.6% 85.29 74.7γ

消費関連製造業 86.3ツ 85.4% 82.4) 73.19

素材関連製造業 87.Oll 88.Oγ 87.711 74.7%

機械関連製造業 93.211 89.1以 85.3% 76.101

電気・ガス・熱供給・水道業 94.711 93.19 94.4% 80.2馴

情報通信業 85.711 87.1引 79.4% 70.9ツ

運輸業 90.311 88.0ツ 86.6% 71.4)

卸売 ,小売業 82.211 81.80/ 77.2% 67.00/

卸売業 81.711 85.1馴 77.9% 63 8ツ

小売業 82.611 79.00/ 76.6% 69 70/

金融・保険業 85.2% 86.5朝 79.4% 67.80/

不動産業 69.991 71.19 69.4% 66.2)

飲食店,宿泊業 71.491 74.0) 67.811 54.9朝

医療,福祉 74.911 76.59 69.5% 61.0)

教育,学習支援業 70.lll 70.6ツ 61.2% 59.5)

サービス業 78.811 78.611 74.2% 66.3)

対事業所サー ビス業 84.0% 84.89c 79.0% 72.30/

対個人サー ビス業 73.l ll 71.811 68.3ツ 59.201

(以下参考 )

企業規模別の有効回答率

5,000A,メ 」L 77.7γ 94.l ll 85.8ツ 72.701

1,000-4,999り に 87.811 87.711 81.9γ 67.79

300-999A 81.391 86.311 79.99 67.8,

100-299A 81.6% 86.911 78.20/ 70.7)

30-99A 82.5引 73.311 74.09 65.7)

全体の有効回答率 82.6) 82.711 78.2) 68.29



平成21年調査 産業別企業規模別有効回答率

平成21年調査
(平成 20年度 )

実績

産業別の回収率

鉱業,採石業,砂利採取業 68.5%

建設業 74.4%

製造業 74.1%

消費関連製造業 69.8%

素材関連製造業 77.Oγ

機械関連製造業 75.lγ

電気・ガス・熱供給・水道業 89.Oγ

情報通信業 66.lγ

運輸業,郵便業 77.3γ

卸売業,小売業 72.8%

卸売業 70.2%

小売業 75 0γ

金融業,保険業 69.8%

不動産業,物品賃貸業 62.7γ

学術研究,専門・技術サービス業 72.19

宿泊業,飲食サービス業 63.6%

生活関連サービス業,娯楽業 59.7γ

教育,学習支援業 60.1ツ

医療,福祉 70.80/

サービス業 68.7ツ

(以下参考 )

企業規模別の有効回答率

5,000人 以上 74.2ツ

1,000-4,999A 71.7γ

300-999A 70.1引

100-299A 71.4γ

30-99A 67.6%

全体の有効回答率 70 3ツ




